
牛、めん羊及び山羊由来の原料を使用した肥料の
BSEに係る規制を見直しました（令和７年９月）
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牛、めん羊及び山羊（以下、牛等という。）の肉や骨などを含む肥料はBSEの発生を予防
するため、摂取防止材等の混合またはBSEの発生予防に効果がある原料加工等の管理
措置を義務付けてきました。今般、このような肥料が、牛用飼料等へ流用・誤用される可
能性が極めて低いという状況等を踏まえ、これらの管理措置を原則不要としました。
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